
別添１

令和7年1月24日

協議会名：猪名川町地域公共交通会議

評価対象事業名：地域旅客運送サービス継続推進事業（運送継続計画策定事業）

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は
地域公共交通網形成計画等の
計画策定等に向けた方針

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）

②事業実施の適切性

【事業内容】
・路線バスの利用実績の分析
・猪名川町地域旅客運送サービス継続実施計画の作
成に向けた協議
・公共交通利用促進広報誌の発行
・協議会の開催

【結果概要】
・利用実態調査（OD、利用目的、属性）及び交通系IC
カードデータをもとに、バス利用実績の分析し、実施計
画へ反映。
・維持・確保に向けて関係機関との協議・調整、住民
意見交換会（検討部会）の開催等を重ね、路線を維持
する地域旅客運送サービス継続事業の根幹となる実
施計画を作成。
・公共交通に関する利用促進パンフレットを作成し、各
公共施設や商業施設・全戸配布、またホームページの
公開等周知活動を実施することで、当町の公共交通
の現況等への理解を深め、自分事として捉えていただ
くことで公共交通利用・転換への意識向上。

A 計画通り事業は適切に実施された。

　地域住民のニーズ等を把握し、需要に応じた路線の
再編などを検討するなど、必要なサービス水準を検
証。町の公共交通ネットワーク全体の利便性向上及び
運行効率性を図るため、それぞれの公共交通の見直
しを検討し、具体的な路線の再編や実施事業について
設定する。なお、令和７年度確保維持事業（地域内
フィーダー系統）の活用を見込んでいる。
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

〇 地域特性 

当町は、以下のような地域特性が挙げられる。 

・町域は東西に約８ｋｍ、南北に約１８ｋｍと南北に細長い形状 

（面積：９０．３３㎡）。 

・町最北部に位置する大野山（標高７５３ｍ）を源流とする猪名川が町の中央を北か

ら南へ流れ、その周辺に集落が形成されており、町の南部の丘陵地では民間事業者

による大規模住宅地開発が行われ、市街地を形成。 

 

人  口：２８，７１３人（令和６年９月末現在） 

高齢化率：３３．４％（令和５年２月 1日現在） 

人口動態：（Ｒ５年度） 

自然増加 －２５０人（出生 ７２人 死亡 ３２２人） 

社会増加 －２７９人（転入等 ６２０人 転出等 ８９９人） 

産業構造：【事業所（Ｒ３年）】 

事業所数：６４２ 従業者数：７，６９０人 

【商業（Ｒ３年）】 

商店数：１１５（卸売 １６ 小売 ９９） 

年間販売額：２９０億３，２００万円 

（卸売 ９億４，２００万円 小売 ２８０億９，０００万円） 

【工業（Ｒ４年）】 

工場数：１４ 製造品出荷額：９７億２，８９１万円 

【農業（Ｒ４年）】 

農家数：５５８戸 耕地面積：３９９ｈａ 

 

【猪名川町地域公共交通計画】（Ｒ６．７月改訂） 

〇 基本方針と計画目標 

基本方針：元気に安心して暮らせる魅力あるまちづくりを支える持続可能な公共

交通を構築 

〇 計画の目標及び期間 

１．計画目標 

①：まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成 

②：わかりやすく・利用しやすい地域公共交通環境づくりの推進 

③：住民・事業者・行政等の多様な関係者との連携による持続可能な地域公共

交通の実現 

猪名川町地域公共交通会議（ネットワーク全体の評価） 

近畿様式 
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２．計画期間 

令和４年度から令和１２年度までの９年間 

 

〇 公共交通の将来像 

現状の運行状況や役割を踏まえ、「広域基幹交通」、「町内基幹交通」、「生活交通」

に機能分類し、階層的なネットワークを構築。 

また、「乗継拠点」を設けることで、広域基幹交通、町内基幹交通、生活交通の

接続性を高め、効率的で効果的なネットワークの形成を目指す。 

 

１．猪名川町における公共交通の役割分担と位置づけ 

 
２．猪名川町における乗継拠点の考え方 
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３．猪名川町地域公共交通ネットワーク見直し方針 

公共交通事業者やまちづくり施策との連携をはじめ、人口減少、高齢化の進展

を見据え、コミュニティバス「ふれあいバス」をはじめとする町内の公共交通ネ

ットワークのあり方を定める 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

 

※ 別添のとおり 

 

 

２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

〇 評価の基本的な考え方 

計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、計画の進捗確認と効果の

検証・評価を行うものとする。なお、猪名川町総合計画や猪名川町都市計画マスター

プラン等の上位計画・関連計画の改訂、国や兵庫県における関連する法令・計画の見

直し、社会情勢の変化などにも配慮して、適宜見直しを図る。 
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〇 評価指標と目標値 

当町地域公共交通計画における基本方針及び計画目標に係る評価指標と目標値の

設定は以下のように設定する。 

評価指標 
基準値(年次) 

目標値(目標年次) 

基本方針 公共交通利用者数 
基準値:19,279人(令和元年) 

目標値:13,389人(令和 12年) 

計画目標① 

広域基幹交通及び町内基幹交通の利用者数 

 

鉄道乗降者数(日生中央駅) 
基準値:10,623人/日(令和元年) 

目標値:7,209人/日(令和 12年) 

路線バス乗降者数(町内停留所) 
基準値:8,864人/日(令和元年) 

目標値:6,015人/日(令和 12年) 

公共交通に対する財政負担額 
現在値:6,120万円/年(令和 5年度) 

目標値:7,710万円/年(令和 12年度) 

財政投入を行っている公共交通事業の収支率 

 

杉生線(杉生系統) 
基準値:- 

目標値:25.0%(令和 12年度) 

コミュニティバス｢ふれあいバス｣ 
基準値:1.6%(令和 2年度) 

目標値:25.0%(令和 12年度) 

デマンド交通｢チョイソコいながわ｣ 
基準値:16.3%(令和 3年) 

目標値:25.0%(令和 12年度) 

計画目標② 

利用環境づくりの取組み実施項目数 
基準値:4件(令和 3年度) 

目標値:10件(令和 12年度) 

路線バスにおける定期券の保有者数 
基準値:1,577人(令和 3年) 

目標値:1,252人(令和 12年) 

計画目標③ 公共交通利用促進に係る取組み実績数 
基準値:3件(令和 3年度) 

目標値:10件(令和 12年度) 
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・ 目標の達成に向けて実施する施策について、施策実施による効果が発現している

か確認し、状況に応じてスケジュールや施策内容等の見直しを実施。 

・ 住民に対して、計画の取組み状況を伝えるとともに、利用者の立場として積極的

に公共交通を利用する意識の醸成を図る。 

・ 事業実施主体にとって、計画の中における施策の効果を確認し、さらなる施策実

施に向けたモチベーション（動機づけ）とする。 

・ 「指標の明示化」（施策・事業の実施により発生する効果・成果を表すアウトカム

指標など）が求められるため、可能な限り定量的で分かりやすい指標を設定。 

 

 

３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

【地域旅客運送サービス継続推進事業】 

〇 地域内の公共交通の概要、問題点 

猪名川町の公共交通は、現在、鉄道（能勢電鉄（株））、路線バス（阪急バス（株））

をはじめ、町内の交通不便地の解消と、高齢者や障がい者、学生などで車を運転しな

い方の移動手段の確保を目的として、平成１２年からコミュニティバス「ふれあいバ

ス」を運行している。また、交通不便地の移動手段を将来的に維持していくために、

地域の停留所から幹線道路上のバス停までエリア内限定で運行するデマンド交通「チ

ョイソコいながわ」の実証実験運行を令和２年５月から実施し、令和４年４月から本

格運行している。 

しかし、人口減少の進行による公共交通利用者の減少や公共交通関連の公費負担が

増大する状況から、路線バスでは一部区間の廃止や減便が行われており、鉄道を含め
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た町内公共交通の維持・確保・改善や公共交通網のあり方について抜本的な見直しが

喫緊の課題となっている。一方で、鉄道駅や商業などの都市機能を有するエリアと、

中山間地域などの居住エリアを公共交通でつなぐことにより、まちづくりと連携した

快適な住民生活を維持する必要がある。 

 

〇 取組の実施に至る経緯 

杉生線（杉生系統）では、平成３０年度に阪急バス（株）から協議の申し入れを受

け、町内を運行する公共交通事業者等と協議し、令和２年５月から杉生線（阪急バス

（株））の杉生～柏原間及び杉生～杉生新田間を運行休止とし、デマンド交通「チョ

イソコいながわ」に転換する実証運行を開始している。 

これらの取組は、持続可能な交通システムの構築を目指し、阪急バス（株）等の交

通事業者と協議し、町の施策として進めてきている。 

町内路線である日生中央駅～杉生間で阪急バス（株）が運行する杉生線（杉生系統）

は、沿線人口の減少などにより、利用者が減少したこと等の要因により、収支の改善

には至っておらず、今後も好転する見込みも低いことから、事業者が町へ退出意向（路

線廃止）の申出を令和４年５月に提出された。 

杉生線（杉生系統）は通勤、高校の通学、買い物、通院など地域生活に欠くことの

できない移動手段であることから、維持・確保に向けて関係機関との協議・調整、住

民意見交換会の開催等をはじめ、検討、協議を重ね、路線を維持する地域旅客運送サ

ービス継続事業を活用することとなった。 

令和６年４月に運行予定事業者を公募し、５月に阪急バス（株）に選定し、需要規

模に応じた運行水準を確保しつつ、地域ニーズ等に対応した路線の見直しによる利便
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性向上や経営改善による運行継続を目的とした杉生線地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成した。 

 

〇 取組（調査等）の主な内容 

「杉生線地域旅客運送サービス継続実施計画（以下、実施計画とする。）」は、当

町・運行事業者が連携・協働し、以下のとおり運行計画の改善や各種利用促進に取り

組んでいる。 

 

１．取組内容（令和５年１０月１日～令和６年９月３０日まで） 

◆ 路線バスの利用実績の分析 

デマンド交通の運行に伴うバスネットワーク見直し路線である杉生線（杉生系

統）において、これまでに行った利用実態調査（ＯＤ、利用目的、属性）及び交

通系ＩＣカードデータをもとに、バス利用実績の分析し、実施計画へ反映。 

 

◆ 猪名川町地域旅客運送サービス継続実施計画の作成に向けた協議 

杉生線（杉生系統）は通勤、高校の通学、買い物、通院など地域生活に欠くこ

とのできない移動手段であることから、維持・確保に向けて関係機関との協議・

調整、住民意見交換会（検討部会）の開催等を重ね、路線を維持する地域旅客運

送サービス継続事業の根幹となる実施計画を作成。 

 

◆ 公共交通利用促進広報誌の発行 

杉生線（杉生系統）含む当町の公共交通に関する利用促進パンフレットを作成

し、各公共施設や商業施設・全戸配布、またホームページの公開等周知活動を実

施することで、当町の公共交通の現況等を深め、自分事として捉えていただくこ

とで公共交通利用・転換への意識向上を目的に実施。 

 

◆ 協議会の開催 

令和６年１０月より杉生線（杉生系統）含む当町の交通ネットワーク再編にあ

たり、当町地域公共交通会議（以下、交通会議）で運行エリアの拡充や運行日等

を議題とし、協議を重ねた。また、住民意見交換会（検討部会）を開催し、住民

（利用者）独自の意見等を総合的に判断し、再編する運行計画（実施計画）の作

成に反映した。 
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⇑ 交通会議資料（抜粋） 

 ⇐ 公共交通利用促進広報誌（表紙） 

 

〇 調査結果の概要 

◆ 公共交通利用者数（杉生線（杉生系統）の利用者数） 

⇒ 現況値：２９，６７０人（令和４年１０月～令和５年９月） 

目標値：２５，０１１人（令和１２年） 

◆ 公共交通（杉生線（杉生系統））に対する財政負担額 

⇒ 総事業費：２８３，２２５千円（令和６年度～令和１２年度） 

（内訳：補助金＝２３２，７４６千円、その他＝５０，４７９千円） 

◆ 利用環境づくりの取組み実施項目数 

⇒ 令和６年１０月より休止している「柏原～杉生間」を運行再開。 

 

○ 交通会議の開催状況、議論の概要 

【令和５年度】 

・令和５年１２月１９日（第３回） 

＝報告１ 住民意見交換会における主な意見一覧 

協議１ 猪名川町地域公共交通実施計画（案） 

協議２ （仮称）運賃協議部会の設置について 
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案件１ チョイソコいながわ割引運賃の変更について 

案件２ 交通事業者の取組みについて 

 

・令和６年３月１１日（第４回） 

＝報告１ パブリックコメント実施概要について 

報告２ パブリックコメント及び町の考え方 

協議１ 猪名川町地域公共交通実施計画（案） 

協議２ 杉生線地域旅客運送サービス継続事業実施方針（案） 

協議３ 杉生線地域旅客運送サービス継続事業募集要領（案） 

協議４ 猪名川町地域公共交通実施計画調査支援業務の委託について 

協議５ 令和６年度地域公共交通会議事業計画 

案件１ バス利用実態調査結果 

 

【令和６年度】 

・令和６年５月３１日（第１回） 

＝報告１ 令和５年度地域公共交通会議事業報告について  

報告２ 杉生線地域旅客運送サービス継続事業 選定結果について  

議案１ 令和５年度地域公共交通会議決算について  

議案２ 令和６年度地域公共交通会議予算について  

議案３ 猪名川町地域公共交通計画 改定（案）について 

議案４ 令和７年度地域公共交通計画認定申請の事務手続き等について 

案件１ 交通事業者の取組みについて 

 

 

・令和６年６月１８日（第２回） 

＝令和７年度事業 地域公共交通計画認定申請について 

（令和６年６月２０日～２５日 書面決議にて、すべての構成員から合意

が得られた。） 

 

・令和６年７月１９日（第３回） 

＝報告１ コミュニティバス「ふれあいバス」の運賃改定について 

議案１ 停留所の廃止について 

議案２ 猪名川町地域公共交通計画 改定（案）について 

議案３ 令和 7年度地域公共交通計画変更認定申請(杉生線追加)について 

議案４ 杉生線地域旅客運送サービス継続計画策定・認定申請について 

議案５ デマンド交通「チョイソコいながわ」事業計画変更について 

案件１ 公共交通の利用促進広報誌の作成・配布について 

 

・令和７年１月８日（第４回）（予定） 

＝議案１ 地域公共交通維持改善事業に関する令和６年度事業評価(1次評価)に

ついて（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金、杉生線旅客

運送サービス継続推進事業） 

（令和７年１月１０日～２４日 書面決議にて、すべての構成員か

ら合意を諮る予定。） 
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（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

杉生線地域旅客

運送サービス継

続実施計画策定

事業 

(地域公共交通確

保維持改善事業) 

町 
Ｒ６．４～

Ｒ７．３ 

継

策 

需要規模に応じた運行水準を確

保しつつ、地域ニーズ等に対応し

た路線の見直しによる利便性向上

や経営改善による運行継続を目的

とした杉生線地域旅客運送サービ

ス継続実施計画を作成。 

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、利策：利便増進計画

策定事業、利推：利便増進計画推進事業、継策：運送継続計画策定事業、継推：運送継続計

画推進事業 

 

その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

バス路線維持費補

助金 
町 Ｒ５．４ ～ 

杉生線（杉生系統）の路線維持

確保に係る赤字補填。 

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

なし    

 

（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性向

上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

  

補助対象事業 

非補助事業 
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事業 取組内容 効果目標 

杉生線地域旅客

運送サービス継

続実施計画策定

事業 

(地域公共交通

確保維持改善事

業) 

令和６年１０月より杉生線（杉生系

統）含む当町の交通ネットワーク再編

に向けて、当町地域公共交通会議（以

下、交通会議）で運行エリアの拡充や

運行日等を議題とし、協議を重ねた。

また、住民意見交換会（検討部会）を

開催し、住民（利用者）独自の意見等

を総合的に判断し、再編する運行計画

（実施計画）の作成に反映した。 

◆公共交通利用者数の増加 

◆公共交通に対する財政負担

額の減額 

◆財政投入を行っている公共

交通事業の収支率の向上 

◆利用環境づくりの取組み実

施項目数の増加 

◆公共交通利用促進に係る実

績数の増加 

 

４. 具体的取組に対する評価 

（地域旅客運送サービス継続推進事業） 

デマンド交通の運行に伴うバスネットワーク見直し路線である杉生線（杉生系統）

において、阪急バス杉生線の見直し検討を進めるにあたり、猪名川町地域公共交通会

議の部会として、交通事業者（バス事業者、タクシー事業者、デマンド交通事業者）

が参画する『杉生線検討部会』を設置し、見直し案の検討を進めた。 

阪急バス杉生線については、平成３０年度の阪急バス株式会社からの維持困難とす

る申し入れを受けて、大島地区では令和２年度からチョイソコいながわを導入し、「便

利になった」というご意見がある一方、「大島地区に路線バスやふれあいバスを戻し

てほしい」というご意見もいただいた。 

その意見を踏まえ、阪急バス杉生線の見直しに合わせて、改めて大島地区の住民に

意見を伺い、見直し検討に反映するために、意見交換会を開催。 

開催にあたり、利用実態調査（ＯＤ、利用目的、属性）及び交通系ＩＣカードデー

タをもとに、バス利用実績の分析。当該データを基に、杉生線（杉生系統）の見直し

の方向性に反映し、検討部会及び協議会において、一定の見直しの方向性を定めるこ

とができた。 

 

◆ 見直しの方向性 

① 持続可能な公共交通とするため、車両のサイズを需要に応じて小さくすること

で費用低減を図ることができないか検討。しかし、車両サイズを小さくした場合

においても、運行に必要な人件費等が大きく変わらないため、ダウンサイジング

による経費削減の効果は大きく発現しない結果を確認。 

② 住民の利便性を考慮すると、現在のサービス水準は最低限維持すべきという考

え方もあるが、利用状況などを鑑みて、数人しか乗っていない時間帯などを中心

にバスを減便する方向で検討。 

③ 阪急バス杉生線は車両２台、乗務員３人体制で運行しているが、車両１台、乗

務員１人で運行することで、運行費用を年間約２，０００万円削減することがで

き、阪急バス杉生線の持続可能性を高めようとする案を基本として提示。 
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５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

令和６年１０月から運行を開始し、住民

意見交換会を踏まえた見直し案における

ダイヤで運行したものの、一部利用者のニ

ーズに合っていないという声をいただく。 

持続可能な公共交通ネットワークの

構築を目指し、利用のしやすい路線（運

行エリア）やダイヤ等に向けて意見を集

約し、随時交通会議で継続して議題とし

て、諮ることで運行計画の内容をブラッ

シュアップすることに加え、利便性の向

上につながるよう運行事業者とともに

検討し、適切なコストマネジメントを図

る。 

見直し案における運行経費は、現況と比

べて２割程度減少が見込まれたものの、人

件費や燃料費の高騰により運行経費は増

加傾向にある。 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

― ― 

持続可能な公共交通ネ

ットワークの構築を目指

し、利用のしやすい路線

（運行エリア）やダイヤ等

に向けて意見を集約し、随

時交通会議で継続して議

題として、諮ることで運行

計画の内容をブラッシュ

アップすることに加え、利

便性の向上につながるよ

う運行事業者とともに検

討し、適切なコストマネジ

メントを図る。 

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

 

デマンド交通の運行に伴うバスネットワーク見直し路線である杉生線（杉生系統）

において、阪急バス杉生線の見直し検討を進めるにあたり、猪名川町地域公共交通会

議の部会として、交通事業者（バス事業者、タクシー事業者、デマンド交通事業者）

が参画する『杉生線検討部会』を設置し、見直し案の検討を進めた。 

阪急バス杉生線については、平成３０年度の阪急バス株式会社からの維持困難とす

る申し入れを受けて、大島地区では令和２年度からチョイソコいながわを導入し、利

便性を図ったが、定時定路線の要望する意見を踏まえ、阪急バス杉生線の見直しに合

わせて、改めて大島地区の住民の意見を伺い、見直し検討に反映するために、意見交

換会を開催した。見直しを検討するため、利用実態調査（ＯＤ、利用目的、属性）及

び交通系ＩＣカードデータをもとに、バス利用実績の分析。当該データを基に、杉生

線（杉生系統）の見直しの方向性に反映し、検討部会及び協議会において、一定の見

直しの方向性を定めた。 

 

 

 

猪名川町地域公共交通会議（これまでの経緯） 





別添 

公共交通ネットワークのイメージ図 

 

※猪名川町地域公共交通計画 P.17 2.6 公共交通の概況 図 2.2 公共交通ネットワーク（引用） 
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